
  

 

 

 

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構役員退職金に係る 

業績勘案率について（案） 

 

 

                     平成１９年   月    日 

                     内閣府独立行政法人評価委員会 

 

  

独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の退職役員に関する業績勘案率

（案）については、以下のとおりとする。 

 

 

理  事     三 木  義 郎 業績勘案率は１．０とする。 

 

 

（決定の方法） 

「内閣府所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率について」（平成１７

年８月２３日内閣府所管独立行政法人評価委員会決定）に基づき決定 

 

（決定の理由） 

平成１９年８月１６日開催の沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会において

審議。業績勘案率（算定方法は別紙）１．０を基本とし、退職した役員の業績

等について、説明を受け審議したところ、基準業績勘案率を変更すべき特段の

事情はないと判断し、業績勘案率（案）を「１．０」にすることに決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料 11-３） 



基準業績勘案率の算定 

 

１．業績勘案率の算定期間 平成１７年９月１日～平成１９年４月１３日 

（役職在職期間 平成１７年９月１日～平成１９年４月１３日） 

 

２． 算定方法 

「内閣府所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率について」２．(1)に基づき、  

退職した役員が在職した各事業年度毎に基準値を決定し、各事業年度毎の在職月数に応じ

て加重平均した値（小数点２位以下は四捨五入）を基準業績勘案率とした。 

 

（１）各事業年度の基準値（三木理事の職責に係る項目数により算定） 

 

①平成１７年度（Ｗ） 

Ａ+    Ａ    Ｂ   Ｃ    Ｄ 

（０×５ + １７×４ + ０×３ + ０×２ + ０×１）／１７ ＝ ４.０ 

Ｗ＝１.０ 

②平成１８年度（Ｈ18.4.1～Ｈ19.1.31）（Ｘ） 

Ａ+    Ａ    Ｂ   Ｃ    Ｄ 

（０×５ + ２０×４ + ０×３ + ０×２ + ０×１）／２０ ＝ ４.０ 

Ｘ＝１.０ 

平成１８年度（Ｈ19.2.1～Ｈ19.3.31）（Ｙ） 

Ａ+   Ａ    Ｂ   Ｃ    Ｄ 

（０×５ + ９×４ + ０×３ + ０×２ + ０×１）／９ ＝ ４.０ 

Ｙ＝１.０ 

③平成１９年度（Ｈ19.4.1～Ｈ19.4.13）（Ｚ） 

（役員の在職期間が 13日間であることを踏まえた上で、同期間の法人の業務実績の状況、

前年度の業務実績との比較などによる。） 

Ｚ＝１.０ 

（２）基準業績勘案率の算定 

 

（  Ｗ ×７月+  Ｘ ×１０月+  Ｙ × ２月+  Ｚ × １月）／２０月＝基準業績勘案率 

（１.０×７月+１.０×１０月+１.０× ２月+１.０× １月）／２０月＝１.０ 

 

 



三木前理事所掌項目の各年度における評価結果 

 

年度 

評価 

平成１７年度 平成１８年度 

（Ｈ18.4.1～Ｈ19.1.31） 

平成１８年度 

（Ｈ19.2.1～Ｈ19.3.31） 

Ａ＋  ０  ０  ０ 

Ａ １７ ２０  ９ 

Ｂ  ０  ０  ０ 

Ｃ  ０  ０  ０ 

Ｄ  ０  ０  ０ 

項目数

計 

１７ ２０  ９ 

 

 



三木前理事所掌項目の評価結果 

平成１７年度 

 

評価項目（平成１７年度） 評価

１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

（１）研究活動  

①新規研究グループの立ち上げ。 Ａ 

②ポスドク研究者の募集。現在研究が行われている分野を対象に若手研究者の募集。 Ａ 

③ポスドク研究者及び研究者の採用について、直接的な募集方法を活用。また、 

海外からの研究者の採用に注力。 

Ａ 

（２）研究成果の普及  

①先行的研究事業の活動に関する年次報告書を年度末までに作成し広く関係機関に

頒布。ホームページでも英語及び日本語で公開。 

Ａ 

②特許取得のためのシステムを構築。 Ａ 

③研究に関するセミナーや講義の継続実施。学術誌に掲載された研究成果や、国際

研究集会等での発表実績について年次報告において報告。 

Ａ 

（３）研究者養成活動  

①連携大学院制度の活用や共同研究プロジェクト等について、内外の大学及び研究

機関との間で検討に着手。特に、博士課程の学生の将来的な採用を視野に入れつつ

検討。 

Ａ 

 

②平成１８年４月開催の"Single Molecule Analysis（単一分子解析）"に関する 

ワークショップ及び同年７月に予定されている計算神経学に関するセミナー企画

業務を完了。 

Ａ 

（５）施設整備  

①恩納キャンパスのうち旧白雲荘の改装作業を完了する。 Ａ 

②恩納キャンパス全体のデザインコンセプトを練り上げたマスタープランの策定を

完了する。また、最初の建設対象となる施設のデザインを完了する。これらのマス

タープラン及びデザインは機構のウェブサイト及び展示によって一般に公開する 

Ａ 

２ 業務運営の効率化に関する事項  

（１）管理運営及び財務  

①効率的な管理部門のため、月例の業務運営委員会（ＭＡＣＯ）及び代表研究者 

委員会（ＣＯＰＩ）を開催する。財務管理部門の体制を整備するため、財務担当の

責任者を任命し、毎月ＭＡＣＯに報告させる。 

②研究管理部門の機能を強化するため、研究管理担当の責任者を任命し、ＭＡＣＯ

及びＣＯＰＩに参加させる。 

 

Ａ 



③管理部門及び技術サポート部門のスタッフが、必要な研修を受けることができる

ようにする。 

Ａ 

３ 予算、収支計画及び資金計画 Ａ 

４ 短期借入金の限度額  Ａ 

５ 重要な財産の処分等に関する計画 － 

６ 剰余金の使途 － 

７ その他内閣府令で定める業務運営に関する事項  

（１）施設・設備に関する計画 

中期目標期間末に恩納村の建設予定地で施設の供用を開始することを目指して、 

施設整備を計画的に進める。 

Ａ 

（２）人事に関する計画 

①業務運営の効率化により、常勤職員の増加抑制。 

②柔軟で機動的な人員配置。 

③任期制職員を措置。 

Ａ 

（３）積立金の処分に関する事項 － 

８ 活動の評価  

①運営委員会に年次報告書を提出し、評価を受ける。この年次報告書は、研究に 

関する年次報告書を含む。 

Ａ 



三木前理事所掌項目の評価結果 

平成１８年度（Ｈ18.4.1～Ｈ19.1.31） 

 

評価項目（平成１８年度） 評価

１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

（１）研究活動  

①銅谷・柳田の２研究ユニットの研究評価に着手（平成１８年度末）。外部の評価委

員を選任し、それぞれに評価委員会を設置する。評価対象研究ユニットは研究成果

の報告書を作成し、これに基づき、評価委員会が研究評価を行う。（具体的な評価は

平成１９年度。） 

Ａ 

②霊長類脳研究開始のための調査を行う。ワークショップを開催し、その後、機構

内部のプロジェクトグループを拡大し、外部の研究者を加える。平成１８年度後半

には国際ワークショップを開催する。また、数理生物学分野においても２つのワー

クショップを開催する。最初は国内中心、２つめは国際ワークショップを開催する。 

Ａ 

③引き続き代表研究者選定を進める。ポスドクと技術員についても必要な質及び量

を確保する。 

Ａ 

（2）研究成果の普及  

①ＩＲＰ（大学院大学先行研究プロジェクト）の活動をとりまとめた年次報告書を

作成する。②様々なセミナーや講演の開催、科学雑誌への論文投稿、国際学会参加

を引き続き行う。また、一般市民や社会に対する広報活動を強化すべく、ニュース

レターを発刊するとともにホームページの改善等を図る。 

Ａ 

○知的財産保護のための管理体制の整備。 Ａ 

（３）研究者養成活動  

①様々な研究機関及び大学と、連携大学院制度の活用などの協力プログラムの実施

について積極的に推進する。 

Ａ 

 

②研究計画策定や教育プログラムに関連した内容のワークショップを開催する。 Ａ 

（５）施設整備  

①実施設計作業を進める。②速やかな開発許可の取得。③正式な入札手続きを実施

して工事契約を行い、今年度後半での造成工事着手を目指す。④造成工事の着手前

に、建設予定地内の民有地の買収を完了する。 

Ａ 

２ 業務運営の効率化に関する事項  

（１）管理運営及び財務  

①理事長の強力なリーダーシップの下で内閣府と緊密に連携し、個別のプロジェク

トを企画推進する。②研究活動の活発化のためにＣＯＰＩ（代表研究者委員会）の

役割を強化する。③ＭＡＣＯ（業務運営委員会）についても、法人運営の諸課題に

重要な機能を果たすため、引き続き開催する。 

Ａ 



④機構設立時に暫定的に定められた諸手続を見直す。 Ａ 

⑤法人運営の重要分野における本格的な総合業務システムの導入により能率と実効

性の向上を期する。 

 

・総合業務システムの導入による事務の改善状況。 Ａ 

・高いラスパイレス指数にも配慮した人件費の見直し。 Ａ 

・総合科学技術会議が示した「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組につい

て」（共通的な指針）（平成１８年８月）等に沿った、公的研究費不正使用等の防止

の体制整備、ルールの整備・明確化等の取組状況。 

Ａ 

・既存施設の活用状況。（施設について、目的に沿った利用を行っているか。） Ａ 

○外部資金の獲得。 Ａ 

○事務職員の専門能力を高めるための措置。 Ａ 

○活動評価  

先行的研究事業の研究評価を行う特別委員会を設置（平成１８年度～）。 Ａ 

３ 予算、収支計画及び資金計画 Ａ 

４ 短期借入金の限度額  ― 

５ 重要な財産の処分等に関する計画 ― 

６ 剰余金の使途 ― 

７ その他内閣府令で定める業務運営に関する事項  

（１）施設・設備に関する計画 

中期目標期間末に恩納村の建設予定地で施設の供用を開始することを目指して、 

施設整備を計画的に進める。 

Ａ 

（２）人事に関する計画 

①業務運営の効率化により、常勤職員の増加抑制。②柔軟で機動的な人員配置。③

任期制職員を措置。 

Ａ 

（３）積立金の処分に関する事項 ― 

 



三木前理事所掌項目の評価結果 

平成１８年度（Ｈ19.2.1～Ｈ19.3.31） 

 

評価項目（平成１８年度） 評価

１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  

（５）施設整備  

①実施設計作業を進める。②速やかな開発許可の取得。③正式な入札手続きを実施

して工事契約を行い、今年度後半での造成工事着手を目指す。④造成工事の着手前

に、建設予定地内の民有地の買収を完了する。 

Ａ 

２ 業務運営の効率化に関する事項  

（１）管理運営及び財務  

①理事長の強力なリーダーシップの下で内閣府と緊密に連携し、個別のプロジェク

トを企画推進する。②研究活動の活発化のためにＣＯＰＩ（代表研究者委員会）の

役割を強化する。③ＭＡＣＯ（業務運営委員会）についても、法人運営の諸課題に

重要な機能を果たすため、引き続き開催する。 

Ａ 

④機構設立時に暫定的に定められた諸手続を見直す。 Ａ 

⑤法人運営の重要分野における本格的な総合業務システムの導入により能率と実効

性の向上を期する。 

 

・総合業務システムの導入による事務の改善状況。 Ａ 

・高いラスパイレス指数にも配慮した人件費の見直し。 Ａ 

・総合科学技術会議が示した「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組につい

て」（共通的な指針）（平成１８年８月）等に沿った、公的研究費不正使用等の防止

の体制整備、ルールの整備・明確化等の取組状況。 

Ａ 

３ 予算、収支計画及び資金計画 Ａ 

４ 短期借入金の限度額  ― 

５ 重要な財産の処分等に関する計画 ― 

６ 剰余金の使途 ― 

７ その他内閣府令で定める業務運営に関する事項  

（１）施設・設備に関する計画 

中期目標期間末に恩納村の建設予定地で施設の供用を開始することを目指して、 

施設整備を計画的に進める。 

Ａ 

（２）人事に関する計画 

①業務運営の効率化により、常勤職員の増加抑制。②柔軟で機動的な人員配置。③

任期制職員を措置。 

Ａ 

（３）積立金の処分に関する事項 ― 

 


